
鹿島市建設工事等入札参加資格に関する規則 

平成１４年３月２２日 

規則第３号 

（目的） 

第１条 この規則は、市が発注する建設工事及び委託業務並びに地方公共団

体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

３７２号）第２条第２号に規定する物品等の調達について一般競争入札又

は指名競争入札の方法により契約を締結する場合における地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の５第１

項及び第１６７条の１１第２項に規定する資格について、必要な事項を定

めることを目的とする。 

（平２８規則１９・一部改正） 

（定義） 

第２条 この規則において「建設工事」とは、建設業法（昭和２４年法律第

１００号）第２条第１項に規定するものをいう。 

２ この規則において「委託業務」とは次の各号に掲げる業務をいう。 

(1) 建設コンサルタント業務（建設コンサルタント登録規程（昭和５２年

建設省告示第７１７号）別表の上欄に掲げる部門の業務をいう。） 

(2) 建築関係コンサルタント業務（建築一般（建築士法（昭和２５年法律

第２０２号）第２３条第１項の規定に基づき建築士事務所の登録を受け

た者が行う業務をいう。）、意匠、構造、暖冷房、衛生、電気、建築積

算、機械積算、電気積算及び調査の役務の提供に係る業務をいう。） 

(3) 地質調査業務（地質調査業者登録規程（昭和５２年建設省告示第７１

８号）第５条の規定に基づき登録された者が行う業務をいう。） 

(4) 補償コンサルタント業務（補償コンサルタント登録規程（昭和５９年

建設省告示第１３４１号）第５条の規定に基づき登録された者が行う業

務をいう。） 

(5) 不動産鑑定業務（不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第

１５２号）第２２条の規定に基づき登録された者が行う業務をいう。） 

(6) 測量業務（測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条の規定に基

づき登録された者が行う業務をいう。） 

(7) その他の業務（登記手続、交通量調査、環境調査、経済調査、分析・

解析、電算関係、計算、資料等整理、清掃、廃棄物処理、衛生施設管理、

警備、庭園管理、電気保安、施設維持管理、その他、役務の提供に係る



業務をいう。） 

３ この規則において「競争入札」とは一般競争入札及び指名競争入札をい

う。 

（平２８規則１９・一部改正） 

（入札参加資格） 

第３条 建設工事及び委託業務並びに物品等の調達に係る入札（以下この条

において「入札」という。）に参加できる者（以下「入札参加資格者」と

いう。）は、次の各号のいずれにも該当する者（第６号及び第７号の規定

は、建設工事の入札に限る。）とする。 

(1) 令第１６７条の４第１項及び第２項（同令第１６７条の１１第１項の

規定により準用する場合を含む。）の規定に該当しない者 

(2) 鹿島市暴力団排除条例（平成２４年条例第１０号）第２条第４号に規

定する暴力団等でない者 

(3) 国税及び地方税の滞納がない者 

(4) 入札参加資格審査申請書に係る書類に故意に虚偽の事項を記載して

いない者 

(5) 営業を行うに当たり、法令の許可により官公庁等の許可、認可等を必

要とする場合において、当該許可、認可等を受けている者 

(6) 建設業法第２７条の２３第１項の規定による経営に関する審査を受

けた者 

(7) 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則（昭和２８年佐

賀県規則第２１号。次条第１項及び第２項において「県規則」という。）

第２条第２項に規定する佐賀県の入札参加資格の決定の通知を受けた者 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、同項第６号又は第

７号に該当しない者であっても、入札参加資格者とすることができる。 

３ 入札に参加しようとする者は、別に定める入札参加資格審査申請書によ

り市長に申請するものとする。 

４ 市長は、前項の規定による申請があった場合、審査をし、入札参加資格

者として決定（建設工事の入札に参加する者については、次条の施行能力

等級の区分の決定を含む。）したときは、入札参加資格者名簿に登録する

ものとする。 

５ 市長は、入札参加資格者が第１項各号（第２項の規定により第１項第６

号又は第７号に該当しない者として登録した場合は、当該号を除く。）に

該当しなくなった場合は、前項の登録を取り消すものとする。 



６ 入札の参加資格に係る審査は、２年に１回定期に行うものとする。ただ

し、市長が必要と認める場合は、この限りでない。 

（平２４規則７・全改、平２５規則１２・平２８規則１９・一部改

正） 

（施行能力等級） 

第４条 入札参加資格者のうち建設工事（水道施設工事を除く。）の入札に

参加する者の施行能力等級（以下「等級」という。）は、等級の上位から

次のとおり区分するものとする。 

(1) 県規則第２条第３項の規定（以下この項において「県規定」という。）

により建設工事の種類ごとに特A又はAと決定された者 当該建設工事と

同じ種類においてA 

(2) 県規定により建設工事の種類ごとにBと決定された者 当該建設工事

と同じ種類においてB 

(3) 県規定により建設工事の種類ごとにCと決定された者 当該建設工事

と同じ種類においてC 

(4) 前各号に該当しない者 D 

２ 水道施設工事の等級は、次のとおり区分するものとする。 

(1) 県規則第２条第２項に規定する佐賀県の入札参加資格の決定の通知

を受けた者 A 

(2) 前号に該当しない者 B 

３ 第１項第４号及び前項第２号に規定する等級については、市長が必要と

認める場合、建設工事の種類ごとに設定するものとする。 

（平２４規則７・全改、平２５規則１２・一部改正） 

（審査機関） 

第５条 令第１６７条の５第１項及び令第１６７条の１１第２項に規定する

資格を審査するため、鹿島市入札者指名等審査委員会（以下「指名審査委

員会」という。）を設置する。 

２ 指名審査委員会の組織その他必要な事項は、市長が別に定める。 

（平２４規則７・一部改正） 

（指名基準） 

第６条 市長は、建設工事を競争入札に付するときは、当該建設工事の入札

参加制限設計価格（消費税及び地方消費税額相当額を除く。以下同じ。）

に応じた等級に属する入札参加資格者の中から指名しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、建設工事が附帯工事、追加工事、災害応急工



事等であってやむを得ないときは、指名審査委員会の承認を得て、上位等

級該当者を当該等級より下位該当工事の競争入札に参加させることができ

る。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、指

名審査委員会の承認を得て、上位等級該当者を当該等級より１等級下位の

当該工事の競争入札に参加させることができる。 

(1) 建設工事が性質上やむを得ないものと認めたとき。 

(2) 建設工事が同一等級該当工事に偏在し、やむを得ないものと認めたと

き。 

(3) その他特に必要と認めたとき。 

４ 前３項に定めるもののほか、競争入札参加者の指名に必要な事項は市長

が別に定める。 

（平２４規則７・平２５規則１２・一部改正） 

（等級別入札参加制限設計価格） 

第７条 市が行う建設工事における等級別の入札参加制限設計価格は、別表

１のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、造園工事のうち遊具設置工事その他公園設備

工事であって、入札参加制限設計価格のうち遊具その他公園設備の価格が

５０パーセントを超えるものの等級別の入札参加制限設計価格は、指名審

査委員会の承認を得て、別表２によることができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、災害復旧工事における等級別の入札参加制

限設計価格は、指名審査委員会の承認を得て、別表３によることができる。 

（令４規則２４・一部改正） 

附 則 

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ 鹿島市建設工事入札参加者の資格に関する規則（昭和４８年規則第２２

号）は、廃止する。 

附 則（平成１５年規則第８号） 

この規則は、平成１５年７月１日から施行する。 

附 則（平成１７年規則第１０号） 

この規則は、平成１７年５月１日から施行する。 

附 則（平成２３年規則第１８号） 

この規則は、平成２３年５月１日から施行する。 

附 則（平成２４年規則第７号） 



この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年規則第１２号） 

この規則は、平成２５年５月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第１９号） 

この規則は、平成２８年１１月１日から施行する。 

附 則（令和４年規則第２４号） 

この規則は、令和５年５月１日から施行する。 

附 則（令和７年規則第７号） 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

別表１ 

（平１７規則１０、平２３規則１８、平２５規則１２・一部改正、

令７規則 ・一部改正） 

等級別入札参加制限設計価格 

工事の種類 等級 入札参加制限設計価格 

土木工事一式 A ３，５００万円以上 

B １，２００万円～３，５００万円未満 

C ２５０万円～１，２００万円未満 

D ５００万円未満 

建築工事一式 A ２，４００万円以上 

B １，１００万円～４，８００万円未満 

C ２，０００万円未満 

D ５００万円未満（２００万円以下は未登録者で

も指名可） 

舗装工事一式 A 制限しない 

B １，７００万円未満 

C   

D ５００万円未満 

水道施設工事 A 制限しない 

B ７００万円未満 

電気・管工事 A １，０００万円以上 

B ６００万円～１，７００万円未満 

C ９００万円未満 

D ３００万円未満 



造園工事 A ９００万円以上 

B ４００万円～１，２００万円未満 

C ６００万円未満 

D ３００万円未満 

別表２ 

（令４規則２４・追加） 

造園工事のうち遊具設置工事その他公園設備工事等級別入札参加制限設

計価格 

工事の種類 等級 入札参加制限設計価格 

遊具設置工事その他公

園設備工事 

A １，１００万円以上 

B ６００万円～２，０００万円未満 

C １，０００万円未満 

D ５００万円未満 

別表３ 

（平２３規則１８・全改、令４規則２４・旧別表２繰下、令７規則

７・一部改正） 

災害復旧工事等級別入札参加制限設計価格 

工事の種類 等級 入札参加制限設計価格 

土木工事一式 A 全額 

B ３，５００万円未満 

C １，２００万円未満 

D ５００万円未満 

 


